
1 

 

                                                   

  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について 

千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、外出の自粛 

要請等の措置を行ってきたところです。 

令和２年５月２５日に緊急事態宣言が解除されたことや県内の感染状況等

を踏まえ、５月２６日午前０時から、外出自粛等の協力要請等を緩和すると 

ともに、施設の使用停止要請を一部解除することとしました。 

また、今後も、県内の感染状況や近隣都県の状況等を踏まえた上で、段階的

な解除・緩和を進めます。 

県民、事業者の皆さまには、引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力

をお願いします。 

 

１ 基本的な考え方 

① 国の基本的対処方針に沿って、新型インフルエンザ等対策特別措置法 

第２４条第９項に基づく協力要請を行う。 

② 徹底して「３つの密」の発生を避ける行動を取っていただくよう、県民・

事業者の意識に訴えかけることを重視し、県一丸となって感染拡大防止 

対策に取り組む。 

③ 外出の自粛や施設の使用制限要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の

活動レベルを引き上げていく。 

④ 「新しい生活様式」の定着による感染拡大の防止と社会経済活動の維持

の両立を目指す。 

⑤ 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに感染拡大防止対策等

を講じる。 

⑥ 地域は千葉県全域とし、期間は令和２年５月２６日からとする。 

  

２ 具体的な協力要請内容 

（１）県民の皆さまへ  

○ 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践例」を参考に、「３つの密」

の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指

衛生」をはじめとした基本的な感染対策を継続してください。 

○ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、５月末までは、
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感染拡大防止の観点から避けてください。 

  その後にあっては、当面、都道府県をまたぐ移動、特に５月２５日の

緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域（東京都、神奈

川県、埼玉県、北海道）との間の移動は、慎重に対応してください。 

○ これまでクラスターが発生しているような施設への外出は、使用停止

要請が解除されるまで※、避けてください。 

 ※ 【施設の使用停止要請の解除について】記載のとおり。 

 

（２）事業者の皆さまへ 

○ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減

する取組を推進するとともに、職場や店舗等に関して、業種別の感染拡

大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行

ってください。 

※業種別のガイドラインは内閣官房のホームページに掲載されています。 

○ 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対

し、２２時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくようお願いします。 

（時間制限の全面解除の時期については、近隣都県の状況等を踏まえ、今

後検討します。） 

 

【施設の使用停止要請の解除について】  

○ 施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のとおりと  

します。 

① 再開にあたっては、別紙「再開にあたり取り組むべき感染拡大防止

対策」を行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定さ

れている場合には、その実践など、感染防止対策を徹底してください。 

② 令和２年５月２２日から、以下の表の区分Ａの施設の使用停止要請

を解除します。 

③ 令和２年５月２６日から、区分Ｂの施設の使用停止要請を解除します。 

④ 令和２年６月１日から、区分Ｃの施設の使用停止要請を解除します。 

 なお、解除時点において、後述する再度の協力要請等の判断基準の 

「警報」に該当した場合は、解除を延期します。 

⑤ 区分Ｄのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックスについては、

感染拡大予防ガイドラインの実践による対策の徹底を条件として、区

分Ｃと同時に解除します。 
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⑥ 区分Ｄのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックス以外の施設に

ついては、県内の感染状況や近隣都県の状況、国の動向等を踏まえた

上で、施設の使用停止要請の解除を検討します。 
 

Ａ 県民の文化的・健康的な生活を維持するために必要であり、「３つ
の密」の発生抑制が比較的容易な施設 

Ｂ クラスター発生歴がなく、「３つの密」の発生抑制が比較的容易な
施設 

Ｃ Ａ、Ｂ以外でクラスター発生歴のない施設（発生歴のある施設に
類する施設を除く） 

Ｄ クラスター発生歴がある又は発生歴のある施設に類する   
高リスクな施設 

  

＜ 施設の種類の区分 ＞ 

区分 施設の種類 例示 

Ａ 図書館 等 
図書館、博物館、美術館、科学館、記念館 

（Ｃに掲げる水族館等を除く） 

Ｂ 

大学 等 大学、専修学校、各種学校 等 

自動車教習所 等 
自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業

を営む施設 等 

劇場 等 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 

集会場 等 
集会場、公会堂、展示場、ホテル・旅館（集会の用に   

供する部分に限る。） 

Ｃ 

水族館 等 水族館、動物園、植物園 

運動施設の一部 体育館、水泳場、ボウリング場 等 

遊技場 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等 

遊興施設等の一部 
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車券売場 等 

Ｄ 

運動施設・ 

遊興施設の一部 
スポーツクラブ、カラオケボックス 

遊興施設等の一部 
ライブハウス、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホー

ル、バー、性風俗店 等 

＊ 波線は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。 
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（３）催物（イベント等）の開催について 

○ ５月２５日から概ね３週間程度は、全国的かつ大規模な催物等の開催

については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するなど、

慎重な対応をお願いします。開催の規模については、屋内１００人かつ

定員の半分以下、屋外２００人以下を目安としてください。 

○ その後の催物等の開催に対する中止又は延期要請等については、国の

方針に沿って、段階的に規模要件（人数上限）の緩和についてお示しし

ます。 

○ 開催にあたっては、その規模に関わらず、①「３つの密」が発生しな

い席配置や「人と人との距離の確保」、②「マスクの着用」、③ 参加者

名簿を作成して連絡先等を把握しておくことなど催物の開催中や前後

における選手・出演者や参加者等に係る行動管理など、基本的な感染防

止策を講じてください。 
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３ 再度の協力要請等の判断基準 

 

 施設の使用停止要請を解除した後でも、下表の指標についてモニタリン

グを行い、複数の指標が目安に該当した場合は、クラスターの発生や感染経

路不明者の割合、入院患者数の状況等を勘案して、施設の使用停止の再要請

等について総合的に判断します。 

 

指標 
目安 

警報 再要請 

新規感染者数（直近７日間平均） ５人以上／日 １０人以上／日 

新規感染者数の１週間単位の増加比 

（直近１週間とその前週との比較） 
１を上回る １．５を上回る 

ＰＣＲ検査の陽性割合 

（直近１週間平均・陰性化確認検査を 

除く） 

３.５％以上 ７％以上 

  

○ 警報 

   感染拡大を警戒すべき状況であることを広く周知します。 

県民や事業者の皆様へ、 

    ・外出自粛等、感染拡大防止についての協力要請 

 ・業種別の感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた対策の徹底 

などを働きかけます。 

 

○ 再要請 

段階的に施設の使用停止要請や、外出自粛、イベントの開催自粛等を行

うことについて、近隣都県の状況を勘案したうえで、総合的に判断します。 

 

○ 緩和 

再要請の後、「警報」の目安を下回った場合に、近隣都県の状況を勘案し

たうえで、総合的に判断します。 

 

 



6 

 

別紙 

再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策 

 

［共通事項］  

① 必要に応じて、入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用（入場者

及び従業員）を行う。 

② 「３つの密」を徹底的に避ける。 

③ 室内の換気や人と人との距離（できるだけ２ｍを目安に）を適切にとる。 

④ 利用者に対して、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒やマスク着用などの周知

を行う。 

⑤ 施設におけるイベントの開催については、「３つの密」を避けられない場合など、  

感染拡大につながるおそれがある催物（イベント）は、中止又は延期するよう、主催者

に慎重な対応を求める。 

 

（１） 図書館又は博物館、美術館 

① マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を開けた席配置等）が確保されること。 

② 入退出時（入退出時の行列含む）や集合・待機場所等において、人と人との十分な 

間隔（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること。 

③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

④ 必要に応じて、区画ごとの人数抑制対策等を講ずることにより、施設内においても 

人と人との接触を避けるための十分な距離（できるだけ２ｍを目安に）を確保する 

こと。 

 

（２） 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場 

① マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を開けた席配置等）が確保されること。 

② 入退出時（入退出時の行列含む）や集合・待機場所等において、人と人との十分な 

間隔（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること。 

③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

④ 施設においてイベントを開催するにあたっては、「３つの密」を避けられない場合 

など、感染拡大につながるおそれがある催物（イベント）は、中止又は延期するよ

う、主催者に慎重な対応を求めること。 
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（３） 自動車教習所又は学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 

① マスク着用の上、十分な座席の間隔（四方を開けた席配置等）が確保されること。 

② 入退出時（入退出時の行列含む）や集合・待機場所等において、人と人との十分な

間隔（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること。 

③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

④ 従業員と客との間や、客と客との間にパーテーションを設けるなどの対策を取るこ

と。 

 

（４） 遊技場 

① マスク着用の上、十分な座席の間隔（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること。 

② 入退出時（入退出時の行列含む）や集合・待機場所等において、人と人との十分な

間隔（できるだけ２ｍを目安に）が確保されること。 

③ 適切な換気対策と併せて、客の入れ替えのタイミングで消毒を行うこと。 

④ 客同士が大声で会話を行わないよう呼びかけ、かつ、ＢＧＭや機械の効果音等を最

小限に抑え、従業員が場内の客同士の状況を確認できる状態にすること。 
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主な変更点 

 

変更案 現行 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴う措置について 

１ 基本的な考え方 

① 国の基本的対処方針に沿って、新型インフルエンザ等対策特

別措置法第２４条第９項に基づく協力要請を行う。 

③ 外出の自粛や施設の使用制限要請等を緩和しつつ、段階的に

社会経済の活動レベルを引き上げていく。 

④ 新しい生活様式の定着による感染拡大の防止と社会経済活動

の維持の両立を目指す。 

⑤ 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに感染拡大

防止対策等を講じる。 

⑥ 地域は千葉県全域とし、期間は令和２年５月２６日からとす

る。 

 

２ 具体的な協力要請内容 

（１）県民の皆さまへ 

○ 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践例」を参考に、

１ 基本的な考え方 

① 外出自粛要請など、国の基本的対処方針に沿った措置を行う。 

 

③ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済

機能への影響を最小限にとどめ、社会機能を停止させるような

施策は実施しないことを県民に周知するとともに、落ち着いた

対応を呼びかける。 

 

 

④ 地域は千葉県全域とし、期間は国の方針を踏まえ、５月３１

日までとする。 

 

２ 具体的な要請内容 

（１）県民の皆さまへ 

○ 生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに



「３つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの

着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染

対策を継続してください。 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

○ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、  

５月末までは、感染拡大防止の観点から避けてください。 

  その後にあっては、当面、都道府県をまたぐ移動、特に  

５月２５日の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であ

った地域（東京都、神奈川県、埼玉県、北海道）との間の移

動は、慎重に対応してください。 

○ これまでクラスターが発生しているような施設への外出

外出しないでください。 

 

 

○ 繁華街の接待を伴う飲食店等への外出を自粛してくださ

い。 

○ 「人との接触を８割減らす、１０のポイント」「新しい生活

様式の実践例」を参考に、日常生活を見直してください。 

○ 商店街やスーパーマーケット等に買い物に出かけるとき

は、人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を避けてくだ

さい。 

○ 公園等を利用する際は、少人数で、混雑時を避け、人と人

の距離を適切にとってください。 

 

 

 

 

 

 

 



は、使用停止要請が解除されるまで、避けてください。 

 

（２）事業者の皆さまへ 

○ 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の

皆さまに対し、２２時以降の夜間は酒類の提供を控えていた

だくようお願いします。 

（時間制限の全面解除の時期については、近隣都県の状況等を

踏まえ、今後検討します。） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

【施設の使用停止要請の解除について】 

○ 施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のと

おりとします。 

 

 

（２）事業者の皆さまへ 

○ 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の

皆さまに対し、１９時以降の夜間は酒類の提供を控えていた

だくようお願いします。 

 

 

○ 行楽地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイにつ

いて、３つの密を避ける対策の徹底及び人が密集する状況と

なった場合の適切な入場制限への協力を要請します。 

○ 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園の施設

を管理する事業者の皆様は、感染予防に最大限配慮したうえ

で、段階的に学校教育活動を再開することを検討してくださ

い。 

 

【施設の使用停止要請の解除について】 

○ 施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のと

おりとします。 



② 令和２年５月２２日から、以下の表の区分Ａの施設の使

用停止要請を解除します。 

 

 

③ 令和２年５月２６日から、区分Ｂの施設の使用停止要請

を解除します。 

 

 

④ 令和２年６月１日から、区分Ｃの施設の使用停止要請を

解除します。 

  なお、解除時点において、後述する再度の協力要請等の

判断基準の「警報」に該当した場合は、解除を延期します。 

⑤ 区分Ｄのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックスに

ついては、感染拡大予防ガイドラインの実践による対策の

徹底を条件として、区分Ｃと同時に解除します。② ５月

２２日から、以下の表の区分Ａの施設の使用停止要請を解

除します。 

⑥ 区分Ｄのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックス以

外の施設については、県内の感染状況や近隣都県の状況、

国の動向等を踏まえた上で、施設の使用停止要請の解除を

② ５月２２日から、以下の表の区分Ａの施設の使用停止要

請を解除します。なお、ホームページ掲載や掲示などによ

り、感染拡大防止のため県境をまたいだ移動を誘発しない

よう御配慮をお願いします。 

③ 区分Ｂ、区分Ｃについては、県内の感染状況や近隣都県

の状況、国の動向を踏まえた上で、区分Ａの解除からおお

むね１週間ごとに検討を行い、施設の使用停止要請の段階

的な解除を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



検討します。 

 

（３）催物（イベント等）の開催について 

  ○ ５月２５日から概ね３週間程度は、全国的かつ大規模な催

物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中

止又は延期するなど、慎重な対応をお願いします。開催の規

模については、屋内１００人かつ定員の半分以下、屋外２０

０人以下を目安としてください。 

○ その後の催物等の開催に対する中止又は延期要請等につい

ては、国の方針に沿って、段階的に規模要件（人数上限）の

緩和についてお示しします。 

○ 開催にあたっては、その規模に関わらず、①「３つの密」

が発生しない席配置や「人と人との距離の確保」、②「マスク

の着用」、③ 参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておく

ことなど催物の開催中や前後における選手・出演者や参加者

等に係る行動管理など、基本的な感染防止策を講じてくださ

い。 

 

 

 

 

（３）催物の開催について 

  「３つの密」を避けられない場合など、感染の拡大につながる

おそれのある催物（イベント）の開催自粛の協力を要請します。

特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの

対応が整わない場合は中止又は延期するよう、慎重に対応される

よう要請します。 

 


